
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携協定の名称 

御前崎市と日本生命保険相互会社との包括連携に関する協定 

連携事項 

（１）健康増進・疾病予防・高齢者の介護に関すること。 
（２）児童・⻘少年の健全育成に関すること。 
（３）文化・スポーツ振興に関すること。 
（４）市⺠生活の向上や環境保全に関すること。 
（５）市政情報の発信に関すること。 
（６）その他、地域の活性化および住⺠サービスの向上に関すること。 
 

 

御前崎市と日本生命保険相互会社は、相互に緊密な連携を図り、双方の資源を
有効に活⽤した協働の取組を推進することを⽬的として、令和７年３月 21 日、包
括連携協定を締結しました。 


